
川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付要綱 

 

令和４年７月２８日  

４川環脱第４２８号  

市長決裁  

 

（通則） 

第１条 川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金（以下、「補助金」という。）の交付につ

いては、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎市規則第７号。以下、「規

則」という。）及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３７年法律第

１７９号）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第

２５５号）、その他の法令及び関連通知の定めによるほか、二酸化炭素排出抑制対策事業

費交付金（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金）交付要綱（令和８年３月３１日 環地域

事発第２６０３３１３号改正）並びにこの要綱の定めるところによる。 

 

（目的） 

第２条 この要綱は、川崎市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成２１年１２月２

４日条例第５２号）第７条に規定する川崎市地球温暖化対策推進基本計画に基づき、本

市の脱炭素先行地域（以下、「先行地域」という。）内で２０３０年度における民生部門

の電力消費に伴う CO2排出実質ゼロ達成等に向けて取組を行う事業者に対して、地域脱

炭素移行・再エネ推進事業計画（川崎市の交通要衝「みぞのくち」からはじめる CO2 最

大排出都市の脱炭素アクション）（以下、「事業計画」という。）に定める施設等の整備

等に際し、設備、車載型蓄電池等（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領（令和

８年３月３１日環地域事発第２６０３３１３号改正）（以下、「実施要領」という。）別

紙１ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（脱炭素先行地域

づくり事業）１ 脱炭素先行地域づくり事業（２）イ（カ）に規定する車載型蓄電池等

をいう。）を事業所に導入（以下、「事業計画に定める施設等の整備等」という。）する

ための費用の一部を補助し、以って本市とともに地球温暖化対策を推進することを目的

とする。 

 

（定義） 

第３条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

（１） 先行地域 事業計画に規定する民間施設及び川崎市役所の全公共施設。 

（２） 事業所 先行地域に位置付けられた民間施設で、事務所、店舗、工場その他の一団の

建築物のことをいい、専ら住宅及び共同住宅として使用される建築物を除く。 



（３） 事業着手 事業計画に定める施設等の整備等の契約締結行為又は工事の着工のいず

れか早い方。 

 

（交付申請を行うことができる者） 

第４条 補助金の交付申請を行うことができる者は、次のものとする。 

（１）事業所に事業計画に定める施設等の整備等を行う場合は、施設等を所有する者、施設

等の管理を委任されている者又は施設等所有者から設備の設置について承諾を得て

いる者。 

（２）公共施設に施設等の整備等を行う場合は、賃貸借契約等において契約の相手方となる

者。 

 

（補助対象事業） 

第５条 補助金の交付対象とする事業（以下、「補助対象事業」という。）は、実施要領の別

紙１（地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象事業となる事業（脱炭素先行地域づ

くり事業））に定める事業のうち、事業計画に定める施設等の整備等とする。 

 

（補助対象経費） 

第６条 補助金の交付の対象となる経費（以下、「補助対象経費」という。）は、実施要領に

定める次の経費をいう。ただし、消費税及び地方消費税相当分については補助対象外経費

とする。 

（１） 別表第１ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象経費（設備整備事業） 

（２） 別表第２ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象経費（車両導入事業） 

（３） 別表第３ 地域脱炭素移行・再エネ推進交付金 交付対象経費（効果促進事業） 

 

（補助率） 

第７条 補助対象事業に係る補助率は、実施要領の別紙１（地域脱炭素移行・再エネ推進交

付金 交付対象事業となる事業（脱炭素先行地域づくり事業））に記載のとおりとする。 

ただし、補助金の交付を申請しようとする者（以下、「補助金申請者」という。）が、こ

の要綱以外の規定による国、県、本市及び本市以外の地方自治体の他の補助金等を補助対

象経費の一部に充当しようとする場合は、当該補助金等の額を控除した額を補助対象経

費とする。 

２ 前項の規定により算出した額に１，０００円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨

てるものとする。 

３ 市長は、予算の範囲内において、第１項に定めた補助率を減じることができる。 

４ 前項の規定による補助率の減額を行うときは、補助金交付申請額に応じて予算残額を

按分する方法とする。 



 

（補助金の交付の申請） 

第８条 補助金申請者は、事業着手の前までに、川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金

交付申請書（第１号様式）に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。 

ただし、次の場合はその限りではない。 

（１）２か年度以上に渡る事業を実施する場合で、２年度目以降の各年度に係る申請 

（２）市長が認める場合 

２ 前項第１号において、２か年度以上に渡る事業を実施する場合、各年度に実施する事業

の補助対象経費分に係る部分を、各年度当初に申請するものとする。 

３ 第１項に規定する必要書類は次のとおりとする。 

（１） 補助対象経費が把握できる見積書等 

（２） 導入する設備等の仕様書及び二酸化炭素排出量削減効果の算定資料等 

（３） 導入する設備等の配置が分かる図面等 

（４） 補助金申請者の納税証明書（法人市民税の納税証明書。交付申請書の提出前３か月

以内に取得かつ発行できる最新年度のもの。）又はその写し 

（５） 設備を導入する建物に係る全部事項証明書又はその写し（申請書の提出前３か月以

内のもの。建物が未登記である場合は、未登記である旨の建物所有者からの申出書。

ただし、車載型蓄電池や公共施設において、設備を導入する場合は不要とする。） 

（６） 建物所有者が設備等の設置に承諾した旨の書類（交付申請者以外のものが所有する

建物において、設備を導入する場合に限る。） 

（７） 市内中小企業者であることの誓約書（第２号様式） 

（８） 入札（見積り）が行えないことに係る理由書（第３号様式） 

（９） その他市長が必要と認める書類 

 

（交付申請の条件） 

第９条 補助金申請者は、前条第１項に規定する交付の申請をする日において、市税を滞納

していないものとする。 

２ 川崎市暴力団排除条例（平成２４年３月１９日条例第５号）第８条の規定に基づき、補

助金申請者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の対象としない。 

（１） 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下、

「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団 

（２） 法第２条第６号に規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。） 

（３） 法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの 

（４） 法人格を持たない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

 

（補助金の交付の決定） 



第１０条 市長は、補助金申請者から第８条第１項及び第２項の規定による交付の申請が

あったときは、その内容を審査の上、予算の範囲内で補助金の交付の可否を決定し、その

結果について、川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交付決定通知書（第４号様式）

により補助金申請者に通知するものとする。 

２ 第８条第２項の場合、市長は当該年度に係る補助対象経費分について審査を行い、当該

年度分の補助金について交付決定を行うものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、補助金申請者に対

し、必要な報告若しくは書類の提出を求め、又は現地調査等により、その内容に関し調査

を行うことができる。この場合において、補助金申請者は、当該調査に協力しなければな

らない。 

４ 市長は、第１項に規定する交付の決定を行う場合において、必要があると認めるときは、

条件を付すことができる。 

５ 補助事業者は、事業着手前までに第２項に規定する交付の決定を受けなければならな

い。 

６ 第３項及び前項の規定は、第２項の場合に準用する。 

 

（補助事業執行に関する要件） 

第１１条 前条第１項の規定による補助金の交付決定を受けようとする者は、次のいずれ

かに該当するときは、事業着手に際して市内中小企業者（規則第５条第２項にいう中小企

業者。以下同じ。）による入札を行い、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を取得

しなければならない。また、見積書の取得にあたっては、機器本体に係る経費、工事に係

る経費及び補助対象とならない経費等の内訳を記載した見積書を取得しなければならな

い。 

ただし、市長が契約の性質上これらの方法により難いと認める場合又はその必要がな

いと認める場合は、この限りでない。 

（１）１件の契約金額が１００万円を超えるとき。 

（２）その他市長が必要と認めるとき。 

２ 前項の規定により、市内中小企業者による入札を行う場合、又は市内中小企業者から見

積書を徴取する場合は、市内中小企業者であることの誓約書（第２号様式）を提出させる

ものとする。ただし、川崎市の競争入札参加資格者有資格者名簿に登載された地域区分が

市内かつ企業規模が中小として登載されている者、又は当該補助事業者に対して直近の

４月１日以降に記載内容（住所、商号又は名称、代表者職氏名、資本金の額、職員総数）

に変更がない誓約書を提出した者を除く。 

３ 第１項ただし書の規定により、市内中小企業者による入札又は２者以上の市内中小企

業者から見積を徴取し難い事由がある場合には、理由書（第３号様式）を提出するものと

する。 



４ 第１０条第１項の規定による補助金の交付決定を受けた者（以下、「補助事業者」とい

う。）は、補助金によって導入した設備等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭

和４０年大蔵省令第１５号）に定める期間（以下、「法定耐用年数」という。）、善良なる

管理者の注意をもって管理し、その導入した事業所において使用しなければならない。 

５ 補助事業者は、事業計画に定める施設等の整備等を実施した場合は、先行地域の取組で

あることを、当該事業所等において本市と協議した方法で２０３０年度が経過するまで

明示しなければならない。 

 

（補助対象事業の変更等の承認） 

第１２条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、川崎市地域

脱炭素移行・再エネ推進補助金事業計画変更承認申請書・事業計画変更（廃止）承認申請

書（第５号様式）を市長に提出し、承認を受けなければならない。 

（１） 補助対象事業の内容を変更しようとするとき。 

（２） 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は予定期限内の遂行が困難となっ

た場合。 

（３）補助対象事業の全部又は一部廃止しようとするとき。 

（４）補助対象事業の全部又は一部を他に承継させようとするとき。 

２ 市長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査の上、変更等の承認の可

否を決定し、その結果について、川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事業計画変更

等承認通知書・不承認通知書（第６号様式）により、補助金申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項に規定する承認をする場合において、必要に応じて交付の決定の内容を変

更もしくは取消をし、又は条件を付すことができる。 

４ 市長は、前項の規定により交付の決定を変更もしくは取り消した場合において、当該変

更もしくは取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、

その返還を命ずることができる。 

５ 次の各号のいずれかに該当するときは、軽微な変更として、第１４条第１項に定める実

績報告に記載することによりこれに代えることができる。 

（１）事業実施期間を前倒しする変更 

（２）目的の範囲を逸脱しない範囲であって、事業の一部を中止する場合において補助対象

経費から該当分を除算する変更 

（３）その他市長が認める軽微な変更 

 

（補助対象事業の完了） 

第１３条 補助事業者は、事業計画に定める施設等の整備等を、交付の決定の通知を受けた

年度の２月末日までに完了しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場

合は、市長が指定する期間とする。 



 

（実績報告） 

第１４条 補助事業者は、事業計画に定める施設等の整備等が完了したときは、当該事業計

画に定める施設等の整備等の完了の日から遅滞なく、次に掲げる書類に必要書類を添え

て市長に提出しなければならない。 

（１） 川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金事業実績報告書（第７号様式） 

（２） 発注実績報告書（第８号様式） 

２ 前項に規定する必要書類は次のとおりとする。 

（１） 補助対象事業に係る工事請負契約書又はこれにかわるべき書類等の写し、領収書等

の写し（補助対象事業者が補助対象事業に係る費用を負担したことを証する書類）

及びその内訳を示すもの 

（２） 工事完成図面 

（３） 工事完成写真 

（４） その他市長が必要と認める書類 

３ 第１項第２号に定める発注実績報告書については、補助対象経費のうち、１件の金額が

１００万円を超える支出となる案件について記載するものとし、第１１条第１項の規定

により市内中小企業者による入札、又は２者以上の市内中小企業者から見積書を徴取し

た場合は、結果の分かる書類の写しを添付するものとする。 

 

（補助金の額の確定） 

第１５条 市長は、補助事業者から前条に規定する報告を受けたときは、その内容を審査の

上、予算の範囲内で補助金の額の確定を行い、川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金

交付額確定通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助事業者に交付すべき交付金の額を確定した場合において、その額を超える

補助金が既に交付されているときは、その超える部分の交付金の返還を補助事業者へ命

ずるものとする。 

３ 前項の補助金の返還期限は、その命令された日から２０日以内とし、期限内に返還がな

い場合は、その未納に係る日数に応じて年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞

金を徴するものとする。 

４ 補助事業者は、第１項の規定による額の確定通知を受けた後において、補助金に関して、

違約金、返還金その他補助金に代わる収入があったこと等により、補助対象経費を減額す

るべき事情がある場合は、市長に対し当該経費を減額して作成した実績報告書を第１４

条各項に準じて提出するものとする。 

５ 市長は、補助事業者から前項に規定する報告を受けたときは、その内容を審査の上、予

算の範囲内で再度補助金の額の確定を行い、川崎市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金交

付額確定通知書（第９号様式）により補助事業者に通知するものとする。 



６ 第２項及び第３項の規定は、前項の場合に準用する。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第１６条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、前条第１項に規定する通

知書の交付を受けた後、速やかに補助金に係る請求書を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定に基づく請求のあった日から３０日以内に補助金を交付するもの

とする。 

 

（交付の決定の取消し等） 

第１７条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、第

１０条第１項及び第２項に規定する交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１） 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２） 補助金を他の用途に使用したとき。 

（３） 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が行っ

た指示又は命令に違反したとき。 

（４） 天災地変その他交付の決定後に生じた事情の変更により、補助対象事業の全部又は

一部を継続することができなくなったとき。 

（５） 第９条第２項に違反したとき。 

（６） 第１１条第１項の規定に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部

分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずることが

できる。 

 

（状況報告等） 

第１８条 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対して、

経理状況その他必要な事項について、報告をさせ又は検査を行うことができる。 

 

（補助事業者の努力義務） 

第１９条 補助事業者は、本市が実施する脱炭素化に係る施策に対し、本市と密に連携して

取組を推進するよう努めなくてはならない。 

２ 補助事業者は、本市内で災害が発生した際には、企業・事業所自らの判断で、事業所近

隣の被災者に対し、可能な範囲で被災者支援をするよう努めなくてはならない。 

 

（設備等の管理並びに処分及び譲渡） 

第２０条 補助事業者は、補助金によって導入した設備等について台帳を作成し、その保管

状況を明らかにしなければならない。ただし、当該設備等が法定耐用年数を経過した場合



は、この限りではない。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けて取得した設備等を処分しようとするときは、川崎

市地域脱炭素移行・再エネ推進補助金取得設備等処分承認申請書（第１０号様式）により、

市長の承認を受けなければならない。ただし、当該設備等が法定耐用年数を経過した場合

は、この限りではない。 

３ 市長は、前項の規定による申請があった場合は、地域脱炭素移行・再エネ推進補助金取

得設備等処分承認通知書（第１１号様式）により、補助事業者へ通知するものとする。 

４ 市長は、第２項ただし書きの場合を除き、第２項に規定する処分があったときは、既に

交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。 

 

（書類の整備等） 

第２１条 補助事業者は、補助対象経費に係る帳簿及び全ての証拠書類を、第１５条に定め

る補助金の額の確定日の属する年度の終了後５年間保存しなければならない。 

２ 市長は前項の帳簿及び書類について、必要があると認められる場合は、補助事業者に提

出を求め、説明を求めることができる。その場合、補助事業者は遅滞なく協力しなければ

ならない。 

 

（雑則） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、市長が定め

る。 

 

 附 則 

この要綱は、令和４年７月２９日から施行する。 

 

附 則（令和５年３月１７日４川環脱第１６２７号） 

１ この要綱は、令和５年３月１７日から施行する。 

２ この要綱の施行日前に交付決定を行った補助対象事業者については、なお従前の例に

よる。 

 

 附 則（令和５年４月１日４川環脱第 920 号） 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 

附 則（令和６年３月２８日５川環脱第 1687 号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 



２ この改正要綱の施行の日前に改正前の要綱第１０条の規定により交付の決定及び通知

を行っているものについては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和７年３月２４日６川環脱第１７０９号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正要綱の施行の日前に改正前の要綱第１０条の規定により交付の決定及び通知

を行っているものについては、なお従前の例による。 

 

附 則（令和８年４月１日８川環脱第７３号） 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この改正要綱の施行の日前に改正前の要綱第１０条の規定により交付の決定及び通知

を行っているものについては、なお従前の例による。 

 

 


